
住民参画型森林整備（「災害に強い森づくり」第４期対策）について

地域住民やボランティア等が自ら行う「災害に強い森づくり」活動に対して、活動に必要

な資材・機材の購入費等を、「県民緑税」を活用して補助します。

１ 活動のタイプと目的

活動タイプ 目 的

①里山防災林タイプ 里山林の防災機能を向上

②野生動物共生林タイプ 野生動物との棲み分け、シカ食害による被害森林の再生

③放置竹林整備タイプ 放置竹林、拡大竹林の防災機能の向上

２ 対象団体 森林ボランティア団体、自治会

３ 活動期間と面積

期 間 面 積

３年間 ２ha

４ 補助金額

２４０万円以内/団体〔資機材費 120万円、委託費 120万円〕（原則１年目のみ補助）

  ※合計 240万円までは危険木伐採に必要な委託費は 1/2(120万円)以内

２７０万円以内/団体〔資機材費 120万円、委託費 150万円〕（原則１年目のみ補助）

 ※危険木が大径木である等の理由から伐採にかかる委託費が 120 万円を超えて必要な場

合 30万円まで上乗せ可

５ タイプ別の活動内容

活動タイプ 代表的な活動内容

①里山防災林タイプ

・活動計画の策定
・倒木の危険性が高い大木の伐採
・土留工等の設置
・チェーンソー、刈払機等資機材の購入

②野生動物共生林タイプ

・活動計画の策定
・バッファーゾーンの設置
・植生保護柵の設置
・チェーンソー、刈払機等資機材の購入

③放置竹林整備タイプ
・活動計画の策定
・放置竹林の間伐、拡大竹林の伐採
・チェーンソー、チッパー等資機材の購入



５ 補助の内容

補助の対象 内 容

活動計画の策定

[１年目]

学識経験者等のアドバイスを受ける場合は、学識経験者等

への謝礼、旅費

危険な作業への補助

[１年目]

大木を伐採するなど危険を伴う作業を森林組合等へ委託

する経費

外部ボランティア

[３年間]

活動を補助する外部ボランティアへの謝礼

（活動に必要な人員を集落内で確保出来ない場合）

資材費の補助

[１年目]

土留工、木柵工、水路工、植生保護柵の材料、苗木などの

購入費

機材費の補助

[１年目]

チェーンソー、草刈り機、チッパー、のこぎり、鉈、ヘル

メット、軍手、機材収納庫などの購入費

大型機材の機械借入費補助

[３年間]

大型チッパー、トラック、バックホウなどのレンタル経費

※３年間補助対象の｢外部ボランティア｣｢大型機材の機械借入代補助｣については、２年目、

３年目に実施する内容について、１年目実施時に必要経費（回送費・賃料含む。）を把握す

る必要あり。

大型ﾁｯﾊﾟｰのﾚﾝﾀﾙ


